別紙


栗林公園松くい虫薬剤防除樹幹注入その他業務仕様書

１　業 務 名
　　　栗林公園松くい虫薬剤防除樹幹注入その他業務

２　業務目的
　　　栗林公園山林部において、松くい虫による松枯れの被害を防ぐため、樹幹注入を実施し、松くい虫被害木については、伐倒駆除を行う。

３　業務場所
　　　高松市中野町外

４　業務期間
　　　契約締結日～令和８年３月27日

５　業務内容
　　　薬剤防除：樹幹注入　薬剤４８０本　松６０本
　　　被害木処理：伐倒駆除　松１７本

６　注意事項
（１）安全管理
　①　受託者は、この仕様書によるほか、農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）など関係諸法規に従い、安全確保の上、樹幹注入等を実施すること。
②　受託者は、業務場所が栗林公園内であることに留意し、入山者に危被害の及ばないよう作業中は作業現場周辺に人が立ち入らないような措置を講じること。また、入山者に業務の実施を知らせるため、入山者が見やすい場所に、事業名、事業期間、事業主体名、事業受託者の氏名、連絡先及び電話番号を記入した標示板を設置すること。
③　受託者は、業務の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、又は第三者に危被害を及ぼすなどの事故が発生した場合、又はその徴候を発見した場合は応急の措置を講ずるとともに、すみやかに監督員に報告すること。
　④　火気に十分注意するものとし、現場等での焚き火・喫煙は一切禁止する。
　⑤　受託者は、業務の完了に際し、施工現場周辺を保全、後片付け及び清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。
（２）作業責任者・作業施工者
①　作業責任者は以下のいずれかに該当する者を選任し、資格・略歴を添えて監督員に提出すること。
Ⅰ公的機関（国（独立行政法人及び公団を含む。）、地方公共団体）による樹幹注入の研修を修了した者。
Ⅱ（一財）日本緑化センターに樹木医又は松保護士として登録されている者。
Ⅲ都道府県知事から農薬管理指導者（士）の認定を受けた者。　
②　作業責任者は注入作業初日までに使用する薬剤の登録会社または正規代理店による樹幹注入の研修もしくは技術者の指導を受けるよう努めること。
　③　作業施工者は注入作業初日までに使用する薬剤の登録会社または正規代理店の技術者の指導を受けるよう努めること。また、各作業班に１名以上は実務経験のある作業施工者を配置し、作業責任者の指示のもとで作業を行うこと。
　④　作業責任者は事業着手前に作業工程表を含む実施計画書を提出すること。なお、天候不良等の理由で実施日等を変更する場合は監督員の承認を得ること。

（３）対象木調査
　①　作業責任者は、令和７年度栗林公園松くい虫薬剤防除樹幹注入その他業務区域図（別添区域図）の対象区域内において、正常に生育している胸高直径が３５ｃｍ以上かつ樹高１０ｍ以上のマツについて、胸高直径（１ｃｍ単位）を測定し、ビニール製ナンバーラベルをタッカー等で貼り止めること。なお、使用予定のナンバーラベルの色と番号は監督員の了解を得ること。
　②　測定結果は、樹幹注入対象木調査野帳（別紙様式１。以下「調査野帳」という）に取りまとめて、直ちに監督員に提出するものとする。
　③　提出した調査野帳について、監督員が現地確認する場合は、作業責任者は立ち会うこと。
　④　薬剤処理対象木及び薬剤使用量（アンプル数）は、提出した調査野帳に基づき監督員が別途指示するのでそれに従うこと。
　⑤　対象木調査結果及び監督員が指示した薬剤使用量によって、対象木調査のマツ本数及び樹幹注入剤のアンプル数は増減するため、これに伴い委託料が増減することがある。

（４）樹幹注入
①　使用する薬剤は、資料とともに「材料確認届」を監督員に提出し、承認を得て材料検査を受けること。なお、使用する薬剤は、農薬取締法第２条の規定に基づく登録済みの農薬であり、以下の規格に適合するものとする。
Ⅰ毒    性：普通物
Ⅱ魚 毒 性：該当なし、またはＡ類・Ｂ類であること
Ⅲ薬効期間：６年以上
　②　樹幹注入作業施工者は、ヘルメット、手袋、長靴等を着用し、直接人体に薬剤が接触しないよう注意すること。
　③　１月～３月の樹脂滲出が極めて少ない時期に樹幹注入を実施すること。
　④　マツ材線虫病により樹脂流出に異常のある松や、葉が変色した松には使用しないこと。
　⑤　雨天、雨後は、蒸散が鈍く薬剤が入りにくいこと、目打ち孔から雨水が入るおそれがあること、薬剤の液漏れが確認しにくいこと等から樹幹注入を実施しないこと。
　⑥　施工部位は薬が入りやすく、組織に損傷を与えない次のような部位とする。
Ⅰ木肌がなめらかで、筋や傷のない部位
Ⅱ薬剤が枝に遮られず、梢まで抜けるような部位
Ⅲ粗皮の薄い部位
　⑦　複数の孔をあける場合、水平及び同一の方向に孔をあけるのではなく、千鳥に孔をあける。
　⑧　マツ毎の注入孔数と差し替えの有無を調査野帳に記録すること。なお、松に負担を掛けないため、注入孔を少なくする方法を用いる場合は、調査野帳に記録すること。
　⑨　樹幹注入中は、薬剤のボトルを作業員以外のものが触れることの無いよう、貼り紙又は立て札等で第三者の立入を阻止する措置を講じること。
　⑩　薬剤の注入後は孔に癒合剤を充填する等して孔が塞がるような措置を施すこと。
　⑪　使用後の薬剤の容器はみだりに放置せず、環境に影響が出ないよう製造者の指示に従うなど適切に廃棄処分すること。
　⑫　樹幹注入を実施したマツには、後日確認できるよう、注入年度及び薬剤名を記入したタグを付けること。
　⑬　薬剤管理簿（別紙様式２）を作成し、薬剤を管理するとともに、保管を適切に行うこと。

（５）伐倒処理
　①　直径30㎝以下の幹材及び枝条はくん蒸処理をするので、伐倒・枝払・玉切の処理を行うこと。
　②　直径31㎝以上の幹材及び過年度枯損木はくん蒸処理をしないので、伐倒・枝払・玉切（標準2ｍ程度）の処理を行い、危険のない場所に存置して環境保全に努めること。特に歩道沿いなど入山者の目に付きやすい場所では景観面に配慮すること。
　③　伐倒時に他の樹木に過度な損傷を与えないこと。やむを得ず損傷を与えた場合は危険のないよう処置を行い、環境保全を行うこと。
　④　林内の谷筋など降雨により幹及び枝条が流される恐れのある箇所には存置しないこと。
　⑤　民家、墓地、道路などの周辺で伐倒作業をする場合は、特に安全性に配慮した方法で実施すること。
　⑥　対象木は材積表で示す番号で管理すること。
（６）駆除（くん蒸）処理
　①　直径2.5cm以上30cm以下の幹材及び枝条はくん蒸処理をすること。　
②　使用する薬剤の取り扱いは下記のとおりとする。
Ⅰ　農薬取締法第２条の規定に基づく登録済みのカーバム系薬剤を使用する。（キルパー40同等品以上）
Ⅱ　使用量は材積1ｍ3当り0.375ℓ（材積0.4m3当り0.15ℓ）とする。
Ⅲ　材料承認届により委託者の承認を得てから材料検査を受けること。
Ⅳ　作業員は保安帽、防護マスク・メガネ、手袋などを着用するとともに、労働安全衛生規則を遵守し、必要に応じて安全対策を講ずること。
Ⅴ　薬剤は速やかに使用し、翌日に持ち越して林内に存置しないこと。
Ⅵ　散布に使用した器具等を洗浄した水は、適切かつ安全に処理すること。
Ⅶ　使用後の薬剤の空缶、空ビン等は持ち帰り、適切に処理すること。
　③　くん蒸処理作業については下記事項を厳守すること。
Ⅰ　直径2.5cm未満の枝条は対象外とする。（幼虫が育つスペースがない）
Ⅱ　玉切りは長さ50cm程度とする。（被覆しやすい大きさ）
Ⅲ　幹材から出ている小枝等は適切に処理する。（シート破れ防止）
Ⅳ　十分な日照が確保できる場所に集積する。（薬剤効果の確保）
なお、現地の状況により周辺に十分な日照を確保できる場所がない場合は、委託者の許可を得た上で日照の支障となる樹木の枝払い等を行うこと。
Ⅴ　材積が0.4m3程度となるように積み上げる。（標準：0.7m×0.7m×0.8m）
Ⅵ　被覆は専用シート(茶色系)を2枚重ねで使用し、それぞれを完全に巾着型に封入して2重に密封する。
　④　業務責任者は作業完了後のシートに破れや隙間がないか目視や臭いなどで確認すること。もし不具合が確認された場合は再施工を行うものとする。ただし、2～3cm程度の軽微な破れ等の場合は粘着力の高いテープで補修することも可とする。
　⑤　くん蒸処理したシートは1箇所毎に番号管理する。
　⑥　くん蒸処理後に中間検査を行い、くん蒸期間14日以上経過後、速やかに専用シートを撤収する。
　⑦　くん蒸処理日及び専用シート撤去日については、委託者と事前に協議し決定する。

（７）枯損木処理
　①　伐倒・枝払・玉切（標準2ｍ程度）の処理を行い、危険のない場所に存置して環境保全に努めること。特に歩道沿いなど入山者の目に付きやすい場所では景観面に配慮すること。

（８）連絡体制の確立
　①　作業責任者は当日の作業箇所を毎日監督員に連絡すること。

（９）作業記録
　①　記録写真の撮影方法については、別紙「樹幹注入記録写真の撮影方法」を参照すること。
　②　（５）伐倒処理、（６）駆除（くん蒸）処理、（７）枯損木処理で処理した樹木については、全て記録写真を撮影し、提出すること。
　③　現場作業の記録は作業日毎に、場所、作業内容、技術者氏名、作業員氏名など、必要事項を記録し整理すること。

（１０）成果品等
　　　成果報告書は以下のもの添付して提出すること。
①作業日誌
②出来形管理表（樹幹注入対象木調査野帳）※別紙様式１
③品質管理表（薬剤管理簿）※別紙様式２
④記録写真

（１１）その他
　　①　業務場所が「特別名勝」であることに配慮して作業すること。
　　②　業務日は平日のみとし、土日祝日は原則作業禁止とする。
　　③　対象木以外でマツの枯損を確認した場合は、位置、幹径、樹高を記録して委託者に報告すること。
　　④　本仕様書に定めなき事項または業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、その都度委託者と協議するものとし、その指示に従うこと。


別紙

樹幹注入記録写真の撮影方法

１　全景・近景
松林全体の状況が分かるように撮影する。
区域名、着手前または完了等が確認できるようにする。
※撮影位置（起点）及び方向（範囲）は着手前後で同じにする。

２　対象木調査
調査状況が分かるように撮影する。
区域が確認できるようにする。

３　作業工程
作業内容が分かるように一連の作業を撮影する。
①ドリル穿孔→②薬剤注入→③注入完了→④容器回収→⑤孔の被覆

４　薬剤注入
樹幹注入対象木に薬剤を注入している状況が分かるように撮影する。
必要に応じて撮影角度を変えて、注入している薬剤の全てが写るようにする。

５　薬剤
薬剤について、使用前・使用後の写真を撮影し、確実に使用した証拠を示す写真を整理する。
使用前：ダンボール箱より出して撮影。
使用後：空容器が確認できるようにして撮影。

６　撮影
以下のとおりとする。
①全景・近景：区域毎に着手前・完了を１枚ずつ
②対象木調査：対象木５０本当たり１回以上
③作業工程：対象木２０本当たり１本以上
④薬剤注入：全量（１本当たり１～２枚）
⑤薬　　　剤：全量

７　監督員の立会い
監督員が現地を確認する場合は、監督員の指示に基づき撮影する。
※樹幹注入の作業工程の立会いを行い、薬剤が確実に注入されたことを確認する。






別紙様式１
樹幹注入対象木調査野帳
１　業務名等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	委託業務名
	

	受託者名
	

	調査期間
	

	調査責任者名
	



２　調査月日等

	調査年月日
	調査時間
	調査人数
	ラベルNo又は通しNo
	備　考

	
	 時　 分～　 時 　分
	人
	
	

	
	 時　 分～　 時 　分
	人
	
	

	
	 時　 分～　 時 　分
	人
	
	

	
	 時　 分～　 時 　分
	人
	
	

	
	 時　 分～　 時 　分
	人
	
	

	
	 時　 分～　 時 　分
	人
	
	


　※同一調査日で、調査時間と人数が異なる場合は、別々に記入すること。

３　調査データ（別紙とし、可能な限りエクセルで作成すること）
	通しNo
	ラベル色
	ラベルNo※１
	胸高直径（ｃｍ）
	備考（既存ラベルNo.）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


　※実施区域図のコピー（白黒可）に、おおまかな位置がわかるよう記入し、添付すること。
　

別紙様式２
薬　剤　管　理　簿

	委　託
業務名
	

	薬剤名
・規格
	
	管理責任者名
	
	保管
場所
	



	年 月 日
	受入数量
	使用数量
	残　数
	管　　理
責任者印
	備　考

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	【記載例】
R８年２月１日
	　100本
	
	　100本
	㊞
	○○○○より購入

	　　２月10日
	　　
	　　40本
	　　60本
	㊞
	

	　　２月11日
	
	　　60本
	　　0本
	㊞
	


注）薬剤名または規格が異なる毎に、薬剤管理簿を作成すること。

